
国土交通省九州地方整備局　大隅河川国道事務所　経理課　契約係

ＴＥＬ０９９４－６５－２５４２（代）内線２２４

５．送付先 〒８９３－１２０７　鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

国土交通省九州地方整備局　大隅河川国道事務所　技術副所長宛

６．書面の宛先 国土交通省九州地方整備局　大隅河川国道事務所長

７．手続き等の問い合わせ先 〒８９３－１２０７　鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

２．履行期間 令和　７年　３月１３日～令和　７年　８月２９日

３．完了検査年月日 令和　７年　９月　４日

４．業務評定点及び管理技術者評定点

別紙「建築設計等委託業務成績評定通知表」に示す

業 務 成 績 評 定 通 知 書

　貴社が受注した下記の業務について、地方整備局等建築設計等委託業務成績評定要領に
基づき評定した結果を通知します。
　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面
の通知を受けた日から起算して14日（行政機関の休日に開する法律（昭和63年法律第91
号）に規定する休日を含む。）以内に書面により、説明を求めることができます。
　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。
　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は、下記
の通りです。

記

１．委託業務等名 Ｒ６垂水国道維持出張所外耐水化改修実施設計業務

徳留　勇　殿

　九州地方整備局

　大隅河川国道事務所長

平田　遼

〒８９３－００１４

鹿児島県鹿屋市寿５－９－６

株式会社　徳留設計事務所

国 九 整 隅 経 第 ５ ７ 号
令 和 ７ 年 １ ０ 月 ２ ８ 日



（ ）

（ ）

（ ）　 管理技術者評定点（管理技術者に対する評価） 82

注１）　基礎項目とは、全ての業務に共通する基礎的な内容に関する評価項目をいう。
注２）　創意工夫項目とは、業務の履行上の創意工夫に関する評価項目をいい、「創意工夫の余地の小さい業務」

については評価を行わない。
注３）  総合点には、業務履行中の減点がある場合、それを加算している。

業務評定点

① 総合点（基礎項目注１）及び創意工夫項目注２）の評価による） 75

② 基礎点（基礎項目のみの評価による） 75

管理技術者評定点

完了年月日 令和　７年　８月２９日

完了検査年月日 令和　７年　９月　４日

契約相手方名称・

名称： 株式会社　徳留設計事務所 所在地： 鹿児島県鹿屋市寿５－９－６

所在地

契約金額 当初： ￥５，７２０，０００ 最終： ￥６，１９３，０００

履行期間 当初： 令和　７年　３月１３日～令和　７年　８月２９日 最終： 令和　７年　３月１３日～令和　７年　８月２９日

別紙

建築設計等委託業務成績評定通知表

令和７年１０月２８日

発注者名 大隅河川国道事務所

業務名称 Ｒ６垂水国道維持出張所外耐水化改修実施設計業務
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